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申

二
O
世
紀
初
頭
の
敦
煙
漢
簡
の
発
見
以
来
、
中
国
で
は
簡
臆
資
料
が
陸
続
と
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
筒
願
資
料
に
は
多
く
の

公
文
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
典
籍
史
料
で
は
窺
い
得
な
か
っ
た
文
書
行
政
の
具
体
像
を
知
る
こ

骨

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漢
代
公
文
書
の
書
式
や
記
載
形
式
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

漢
代
の
公
文
書
で
は
命
令
を
下
達
す
る
場
合
、
「
A
t口
B
謂
C
」
と
い
う
文
言
で
文
書
の
下
達
先
が
一
示
さ
れ
る
。
こ
の
文
言
は
「
A

B
に
告
げ
C
に
謂
う

(
A
が
B
と
C
の
両
方
に
下
達
す
る
)
」
の
意
味
で
、
よ
口
」
と
「
謂
」
は
下
達
対
象
者
の
身
分
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら

③
 

れ
て
い
る
こ
と
が
大
庭
備
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
解
釈
は
、
以
後
、
通
説
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
れ
。

こ
の
大
庭
の
指
摘
に
対
し
て
、
近
年
異
論
が
提
示
さ
れ
た
。
信
一
沙
雅
章
は
、
後
世
の
下
行
文
書
の
場
合
複
数
の
官
名
が
並
ん
で
い
る

と
甲
か
ら
乙
へ
と
の
伝
達
の
順
を
示
す
の
が
普
通
で
あ
り
、
ま
た
「
告
甲
謂
」
の
語
法
だ
と
「
甲
に
告
げ
て
謂
う
」
と
読
む
方
が
無
理

が
な
い
と
思
わ
れ
る
と
し
て
、
「
告
甲
謂
乙
」
を
取
り
敢
え
ず
「
甲
を
通
じ
て
乙
に
通
達
し
た
」
と
解
し
的
。
そ
の
後
、
籾
山
明
は
皇



耶
秦
簡
の
下
達
文
書
に
見
え
る
「
A
敢
告
B
告
C
」
と
い
う
文
言
は
「
A
が
B
に
命
ず
る
『
C
に
言
え
』
」
の
意
味
で
あ
っ
て
「
A
が

B
と
C
に
告
ぐ
」
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
、
ぞ
れ
故
、
通
説
の
当
否
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
恥
。

本
稿
は
こ
の
竺
沙
と
籾
山
の
問
題
提
起
を
承
け
て
、
「
A
告
B
謂
C
」
に
対
す
る
通
説
的
解
釈
の
当
否
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
b
o

な
お
、
漢
衝
に
見
え
る
官
名
に
つ
い
て
は
次
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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史
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尉
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城
尉
勧
農
援

県令
(
長
)

丞尉尉候1l実
主蔀官
尉候

塞
候

書も

沓郷
夫
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漢
簡
に
よ
る
検
証

「A
告
B
謂
C
」
に
対
す
る
大
庭
の
解
釈
と
籾
山
の
指
摘
に
つ
い
て
、
そ
の
読
み
方
と
文
書
下
達
経
路
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

《
大
庭
》
「
A

B
に
告
げ
C
に
謂
う
」

A
が
B
と
C
に
下
達

iけ

《
籾
山
》
「
A

B
に
告
ぐ
『
C
に
謂
え
』
」

:
A
が
B
に
対
し
て
C
へ
の
再
下
達
を
命
令

秦漢時代公文書の下達形態 鷹取祐司

以
下
、
本
稿
で
は
前
者
を
並
行
下
達
説
、
後
者
を
再
下
達
命
令
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
星
耶
秦
簡
を
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ

の
再
下
達
命
令
説
が
漢
簡
に
も
適
合
す
る
の
か
、
漢
簡
に
よ
っ
て
検
証
し
よ
う
。
漢
簡
で
は
「
A
告
B
謂
C
」
の
他
に
も
「
A
下
B
」

「A
告
B
」「
A
謂
B
」
な
ど
の
形
(
以
下
、
秦
筒
・
漢
衝
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
形
の
文
言
を
ま
と
め
て
「
下
達
文
言
」
と
呼
ぶ
)
も
あ
る
の
で
、
「
A

告
B
謂
C
」
以
外
の
下
達
文
一
-
一
一
口
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
初
め
に
、
発
信
者
別
に
下
達
文
言
の
型
を
挙
げ
、
並
行
下
達
説

と
再
下
達
命
令
説
で
解
釈
し
た
場
合
の
下
達
経
路
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
上
で
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

【
太
守
発
信
文
書
】
三
月
丙
午
、
張
披
長
史
延
行
大
守
事
二
屑
水
倉
長
湯
兼
行
丞
事
、
下
層
圏
・
農
・
部
都
尉
・
小
府
・
懸
官
。
承
書
従
事
、

下
嘗
用
者
、
如
詔
書
。
/
守
層
宗
・
助
府
佐
定

H
0

・U
N
C
r
u
s

3 
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11 警11 え
験、非戊
間以寅

古長
平~

需 i
案庫
成丞
田承
卒寒
雲兼
良行

歪霊山、
敢
貧告
利張

霊 E
貰聾
予刷
貧護
園田
民校
尉
吏府
不卒
禁人
止
謂

浸時

事管
仁ゴ⑩，ι ー岨 、

二末壇
室長員

4 
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3 

七
月
庚
申
、
敦
爆
太
守
弘
・
長
史
章
・
守
部
候
惰
仁
行
丞
事
、
謂
勝
。
寓
移
。
書
到
、
具
移
康
居
蘇
霊
王
使
者
楊
伯
万

等
献
秦
佑
食
用
穀
数
。
舎
月
廿
五
日
。
如
律
令
。
/
嫁
登
・
層
建
・
書
佐
政
光

国

U
V
Q
N
H
E
@
-
g
N
/
一
五
五

《
並
行
下
達
説
》

張
披
太
守
・
丞
「
下
」
|
|
↓
属
園
都
尉
・
農
都
尉
・
部
都
尉
・
小
府
・
県

義
太
守
・
丞

-

-

1
「
整
口
」
↓
張
披
都
尉
・
農
都
蜘
・
護
団
校
尉

「
i
「謂」

l
l↓
県

敦
纏
太
守
・
長
史
・
丞
|
|
|
「
謂
」
|
|
↓
県

2 3 《
再
下
達
命
令
説
》

張
披
太
守
・
丞

張
披
太
守
・
丞

「
下
」
|
|
↓
層
圏
都
尉
・
農
都
尉
・
部
都
尉
・
小
府
・
県

「
敢
告
」
|
↓
張
液
都
尉
・
農
都
尉
・
護
田
校
尉
「
謂
」

I
l
l
i
-
-
v県

2 



敦
健
太
守
・
長
史
・
丞
|
|
|
「
謂
」
|
|
↓
県

【
都
尉
発
信
文
書
】

4

八
月
戊
辰
、
張
液
居
延
城
司
馬
武
以
近
秩
次
行
都
尉
文
書
事
以
居
延
倉
長
印
封
・
丞
郎
・
下
官
・
勝
。
承
書
従
事
、

日
下

賞
用
者
。
上
放
者
人
数
罪
別
之
、
如
詔
書
。
書
到
一
言
。
母
出
月
廿
八
。

3 

嫁
陽
・
守
層
恭
・
書
佐
況

5 

建
武
八
年
三
月
己
丑
朔
張
披
居
延
都
尉
謡
・
行
丞
事
城
騎
千
人
弱
、
告
動
農
嫁
局
、
謂
官
・
蘇
。

令
以
春
洞
社
稜
。
今
捧
土
日
日
如
牒
。
書
到
、
令
丞
循
行
、
謹
修
治
社
稜
、
令
鮮
明
。
令
丞
以
下
嘗

6 

五
月
丙
寅
、
居
延
都
尉
徳
・
庫
守
丞
常
楽
兼
行
丞
事
、
謂
甲
渠
塞
候
。
寓
移
。
書
到
、
如
大
守
府

書
律
令
。
/
嫁
定
・
守
卒
史
奉
親

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

《
並
行
下
達
説
》

居
延
都
尉
・
丞
|
|
|
「
下
」
|
|
↓
官
議
官
)
・
県

居
延
都
尉
・
丞
1
4
|
「
告
」
|
|
↓
勤
農
嫁

「
i
「
謂
」
|
|
↓
官
長
官
)
・
県

居
延
都
尉
・
丞
1
1
1
1
「
謂
」
|
l
s
↓
甲
渠
塞
候

4 5 6 

開
・
同
}
官
N
N
H
A山
田

開
・
同
叶
N
c
b
〉

開
・
同
.
叶
出
回
目
戸
市
V
C〉

5 



会
丹
下
達
命
令
説
》

居
延
都
尉
・
丞
i
|
|
「
下
」
|
|
↓
官
長
官
)
・
県

居
延
都
尉
・
丞
|
|
「
告
」
1

1
↓

勧

農

橡

|

居
延
都
尉
・
丞
1

1

1
「
謂
」
!
i
↓
甲
渠
塞
候
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4 5 6 

「
謂
」
|
|
↓
官
(
候
官
)
・
県

【
郭
候
発
信
文
書
】
閏
月
庚
申
、
肩
一
水
土
吏
横
以
私
印
行
候
事
、
下
尉
・
候
長
。
承
書
従
事
、
下

賞
用
者
、
如
詔
書
。
/
令
史
得

7 8 

十
月
壬
寅
、
甲
渠
郭
候
喜
、
告
尉
、
謂
不
侵
候
長
赦
等
。

潟
移
。
書
到
、
趣
作
治
巴
成
言
。
曾
月
十
五
日
、
詣
一
言
一
回
府
。
如
律
令
。
/
土
吏
宣
・
令
史
起

6 

】

0
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H
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U
U
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H
U
甲・

U

E

+

広
N

・
い
お
(
〉
∞
)

吏九
功月
、戊

母寅
失
期甲
。渠

官候
如
府以
書私
律印
令行
。事

告
/塞
令尉
史
勝菊
之移

白雪
史書
充図
園

lO 

元
延
二
年
十
月
壬
子
、
甲
渠
候
隆
、
調
第
十
候
長
忠
等
。
記
到
、
各
遺
終
康

H
W
・
同
叶
山
山
リ
1
H
品
∞

N
H
A恥
・

u
c
S∞)



《
並
行
下
達
説
》

一
一
屑
水
候
「
下
」
|
|
↓
塞
尉
・
候
長

甲
渠
郭
候

1
4
1よ
E
l
l
l
ψ
塞
尉

「
|
「
謂
」
|
↓
不
侵
候
長
等

「告」

1
1↓
塞
尉

「
謂
」
|
|
↓
第
十
候
長
等

7 8 9 

甲
渠
候

甲
渠
候

10 

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

1111 

「謂」

1
1
1↓
不
侵
候
長
等

7 8 9 10 
簡
I
・
簡
4
・
簡
7
は
詔
書
の
下
達
を
命
じ
る
詔
後
行
下
の
辞
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
他
の
簡
は
詔
書
以
外
の
文
書
を
下
達
し
た
も
の

⑫
 

で
あ
る
。
詔
書
の
場
合
は
「
下
」
を
、
詔
書
以
外
の
場
合
は
「
告
」
「
謂
」
を
用
い
る
と
い
う
使
い
分
け
が
存
在
す
る
。
さ
て
、
両
説

の
下
達
経
路
を
比
べ
る
と
次
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
で
き
る

一
、
再
下
達
命
令
説
で
は
、
同
じ
A
か
ら
C
へ
の
下
達
で
あ
り
な
が
ら
、
「
A
告
B
謂
C
」
と
「
A
下
C
」「
A
謂
C
」
と
で
異
な
る

下
達
経
路
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
都
尉
発
信
文
書
に
お
け
る
候
官
・
県
、
郭
候
発
信
文
書
に
お
け
る
候
長
は
、
「
A
下
C
」「
A

7 
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謂
C
」
の
形
を
取
る
簡
4
・
筒
6
、
筒
7
・
簡

mで
は
そ
れ
ぞ
れ
都
尉
、
郭
候
か
ら
直
接
下
達
さ
れ
て
い
る
が
、
「
A
告
B
謂
C
」
の

形
を
取
る
筒
5
、
筒
8
で
は
そ
れ
、
ぞ
れ
勧
農
橡
、
塞
尉
を
介
し
て
下
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
じ
二
つ
の
官
署
聞
で
異
な
る
下
達
経

路
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
簡
7
で
は
塞
尉
と
候
長
が
い
わ
ば
並
列
の
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
、
筒
8
で
は
縦

の
関
係
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
簡
7
・
筒
9
・
簡

ω
で
は
共
に
候
宮
か
ら
直
接
下
達
さ
れ
る
位
置
に
あ
る
塞
尉
と
候
長
が
、
「
A
告
B

謂
C
」
と
記
さ
れ
る
筒
8
の
場
合
だ
け
候
宮
↓
塞
尉
↓
候
長
と
い
う
縦
関
係
に
な
る
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
並

行
下
達
説
で
は
同
じ
二
つ
の
官
署
間
で
異
な
る
下
達
経
路
が
存
在
す
る
こ
と
は
無
い
。

二
、
「
告
」
「
謂
」
の
使
い
分
け
が
再
下
達
命
令
説
で
は
説
明
で
き
な
い
。
下
達
文
号
百
一
に
「
告
」
と
「
謂
」
が
両
方
と
も
現
れ
る
場
合

は
、
簡
5
・簡
8
・
後
掲
簡
日
の
よ
う
に
必
ず
「
告
:
・
誤
:
・
」
の
順
と
な
り
、
逆
の
「
謂
・
:
告
・
:
」
と
な
る
例
が
無
…
?
と
い
う
こ
と
は
、

「
告
」
と
「
謂
」
に
何
ら
か
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
再
下
達
命
令
説
で
は
、
直
接
の
下
達
対
象
者
に
対
し
て
は
「
告
」
を
、

再
下
達
命
令
と
し
て
「
:
・
に
言
え
」
と
い
う
場
合
に
は
「
謂
」
を
使
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
例
え
ば
筒
3
・
簡
6
・
筒
凶
の
よ

う
に
「
告
」
を
含
ま
な
い
場
合
は
直
接
の
下
達
対
象
者
に
対
し
て
も
「
謂
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
「
血
口
」
の
有
無
で
「
謂
」
の
表
す
意

味
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
並
行
下
達
説
は
、
「
告
・
:
謂
:
・
」
の
場
合
も
よ
口
」
「
謂
」
だ
け
の
場
合
も
受
信
者
の
身
分

の
違
い
に
よ
る
使
い
分
け
と
し
て
説
明
で
き
る
。

三
、
再
下
達
命
令
説
は
簡
粛
の
出
土
状
況
に
合
致
し
な
い
点
が
あ
る
。
筒
2
を
再
下
達
命
令
説
で
解
釈
す
る
と
、
こ
の
簡
は
県
宛
の

下
達
文
書
と
な
る
が
、
簡
2
が
出
土
し
た
の
は
甲
渠
候
官
枇

(
A
8
)

で
あ
る
か
ら
、
再
下
達
命
令
説
で
は
県
宛
の
文
書
が
候
官
か
ら

出
土
し
て
い
る
こ
と
に
な
加
。
こ
の
簡
2
と
同
じ
く
都
尉
と
県
が
下
達
文
言
の
目
的
語
と
な
っ
て
い
る
文
書
で
冊
書
を
成
す
例
が
あ
る
。

8 

11 

六
月
、
張
披
太
守
母
適
・
丞
勲
、
激
血
口
都
尉
卒
人
、
謂
係
。
寝
移
。
書
到
、
趣
報
。
如
御
史
書
律
令
。
敢
告
卒
人
。
/
縁
日
・



12 
a 

日
守
卒
史
安
園
・
佐
財
。

E
・E-N

七
月
壬
炭
、
張
披
肩
水
司
馬
陽
以
秩
次
兼
行
都
尉
事
、
謂
侯
・
城
尉
。
宙
局
移
。
書
到
、
捜
索
部
界
中
。
母
有
以
書
一
言
。

H
曾
廿
日
。
如
律
令
。
/
嫁
遂
、
守
層
弘
。

七
月
乙
未
、
肩
水
候
福
、
謂
候
長
口
口
口
口
。
寝
移
。
書
到
、
捜
索
部
界
中
。
母
有
以
書
言
。
曾
十
五
日
。
須
報
府
。

H

母
口
口
如
律
令
。
/
令
史
口
。

b 

開
』
・
叶
a
H
H
U

こ
の
冊
書
は
肩
水
金
関
枇

(
A
U
)
で
出
土
し
た
「
甘
露
二
年
御
史
書
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
筒
口
の
前
に
は
指
名
手
配
書
が
あ
る
。

⑮
 

筒
文
に
肩
水
金
関
を
示
す
文
字
は
無
い
が
、
金
関
祉
出
土
簡
に
は
肩
水
候
宮
か
ら
関
車
田
夫
へ
の
下
達
文
書
の
例
も
あ
る
の
で
、
こ
の
冊

書
主
一
屑
水
候
か
ら
肩
水
金
関
へ
下
達
さ
れ
た
も
の
で
、
簡
ロ
b
の
「
謂
候
長
」
に
続
く
釈
読
不
能
部
分
に
「
関
車
田
夫
」
と
記
載
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
再
下
達
命
令
説
に
よ
る
下
達
経
路
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

張
披
太
守
・
丞
l
i
|
「
敢
告
」
|
|
↓
都
尉

肩
水
都
尉
「
謂
」
|
|
|
↓
候
・
城
尉

肩
水
候
「
謂
」
l
i
|
↓
候
長
・
〔
肩
水
金
関
〕

「謂」
1
1
1
1↓

県

11 12 
a 
12 
b 

再
下
達
命
令
説
で
は
筒
口
を
太
守
が
都
尉
に
対
し
て
県
へ
の
再
下
達
を
命
じ
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
、
簡
日
を
承
け
て
都
尉
が
下
し

た
簡

u
a
の
下
達
先
は
県
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
街
ロ

a
に
記
さ
れ
る
下
達
先
は
候
と
城
尉
で
あ
っ
て
県
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、

筒
口
と
筒

u
a
と
を
一
連
の
文
書
下
達
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
並
行
下
達
説
で
の
下
達
経
路
は
次
の

9 
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よ
う
に
な
る
。

nu 
l
 

11 

パ

1111 

12 
a 

肩
水
都
尉

肩
水
俣

12 
b 

並
行
下
達
説
で
は
、
筒
口
の
受
信
者
で
あ
る
都
尉
(
肩
水
都
尉
)
が
簡
ロ

a
の
発
信
者
、
筒

u
a
の
受
信
者
で
あ
る
候
(
肩
水
候
)
が
簡

u
b
の
発
信
者
と
な
り
、
筒
口
・
筒
口
を
次
の
よ
う
に
一
連
の
文
書
下
達
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

張
披
太
守
・
丞

1
1
1「敢
F
l
a
t
4肩
水
都
尉
E
I
-
-
「謂」

l
J↓
肩
水
候
|
|
|
「
謂
」

l
1
4↓
候
長

「
「
謂
」

1
1
1
1↓
県

J
城

尉

「

4
〔
肩
水
金
関
〕

筒

u
b
i
l
l
-
-↓

↑

I
l
l
i
-
-筒
口

筒

u
a

さ
ら
に
、
並
行
下
達
説
で
は
筒
口
を
都
尉
と
県
の
両
方
へ
の
下
達
と
解
す
る
こ
と
で
、
簡
日
の
県
は
こ
の
冊
書
そ
の
も
の
の
下
達
経
路

(
右
図
太
字
部
分
)
と
は
無
関
係
と
な
る
。
同
様
に
簡
2
も
張
披
都
尉
・
農
都
尉
・
護
団
校
尉
・
県
へ
の
下
達
で
、
簡
2
そ
の
も
の
は
張

披
都
尉
か
ら
下
達
さ
れ
て
き
た
も
の
と
見
な
せ
ば
、
県
は
筒
2
そ
の
も
の
の
下
達
経
路
と
は
無
関
係
と
な
っ
て
出
土
地
の
問
題
は
解
消

す
る
。



四
、
再
下
達
命
令
説
で
は
簡
5
を
勧
農
擦
に
対
し
候
宮
・
県
へ
の
再
下
達
を
命
じ
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
、
こ
の
筒
5
を
承
け
て

候
官
・
県
に
下
達
す
る
勧
農
嫁
発
信
の
下
達
文
書
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
簡
8
に
つ
い
て
も
塞
尉
発
信
の
候
長
宛

て
下
達
文
書
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
し
、
次
の
冊
書
は
そ

の
よ
う
な
下
達
文
書
の
存
在
可
能
性
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

13 

建
昭
二
年
一
ニ
月
美
巳
朔
工
酉
、
敦
短
太
守
彊
・
長
史
章
・
守
部
候
締
仁
行
丞
事
、
告

史
倣
、
謂
数
殺
。
今
調
史
監
置
如
牒
。
書
到
、
聴
輿
従
事
、
如
律
令
。

コ
一
月
戊
成
、
数
穀
守
長
建
・
丞
、
謂
勝
泉
置
車
国
夫
。
潟
移
。
書
到
、
如
律

令

。

/

嫁

武

・

卒

史

光

・

佐

輔

5
0
0
v
q
N
H
臥
⑮
u
N
S
/七
六

14 

5
0
0
}
Q
N
H
E
⑧

υN怠
/
七
六

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

こ
れ
は
懸
泉
置
出
土
の
「
調
史
監
遮
要
置
冊
」
と
呼
ば
れ
る
冊
書
で
、
監
遮
要
置
史
の
任
免
を
敦
短
太
守
か
ら
品
川
穀
県
へ
、
さ
ら
に
懸

泉
置
へ
と
下
達
し
た
も
の
で
、
儒
日
の
前
に
被
任
免
者
の
名
籍
二
枚
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
簡
目
の
下
達
文
言
を
史
倣
に
対
し
数
穀
県

へ
の
再
下
達
を
命
じ
た
も
の
と
解
釈
す
る
と
、
こ
の
次
に
史
倣
が
発
信
者
と
な
り
殺
穀
県
に
下
達
す
る
文
書
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
次
の
簡
凶
の
発
信
者
は
史
倣
で
は
な
く
放
穀
守
丞
で
あ
る
。
こ
の
冊
書
は
ひ
も
で
編
綴
さ
れ
た
ま
ま
で
出
土
し
た
の
だ
か
ら
、

⑮
 

簡
は
り
と
簡
M
の
間
に
別
の
簡
が
存
在
し
た
可
能
性
は
無
く
、
そ
の
結
果
、
こ
の
冊
書
そ
の
も
の
は
敦
煙
太
守
↓
殺
穀
県
↓
懸
泉
置
と
下

達
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
こ
の
冊
書
そ
の
も
の
の
下
達
に
史
倣
が
関
与
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
こ
の
敦
燈
太
守
↓

数
穀
県
↓
懸
泉
置
と
い
う
下
達
経
路
は
、
並
行
下
達
説
に
よ
る
下
達
経
路
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
四
つ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
た
が
、
「
A
告
B
謂
C
」
を
再
下
達
命
令
説
で
解
釈
し
た
場
合
に
如
上
の
問
題
が
生
じ
る
一
方
で
、

11 
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並
行
下
達
説
で
は
そ
の
よ
う
な
問
題
は
発
生
し
な
い
。
従
っ
て
、
漢
簡
の
下
達
文
舌
口
「
A
告
B
謂
C
」
は
並
行
下
達
説
で
解
釈
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。

12 

里
耶
秦
簡
下
達
文
言
の
検
討

漢
簡
の
下
達
文
言
「
A
告
B
謂
C
」
と
里
耶
秦
簡
の
「
A
敢
告
B
告
C
」
は
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
里
耶
秦
簡
の
「
敢

告
」
は
漢
簡
で
も
使
わ
れ
て
い
る
(
筒
2
・
筒
口
・
後
掲
簡
召
し
、
漢
簡
の
「
謂
」
は
里
耶
秦
簡
で
も
使
わ
れ
て
お
り
(
後
掲
筒
日
a
-
筒

M
a
・
筒
幻
②
・
簡
お
②
)
、
両
者
は
用
語
も
共
通
で
極
め
て
よ
く
似
た
形
式
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
前
章
の
検
証
結
果
に
従

え
ば
、
漢
簡
の
下
達
文
書
の
一
示
す
下
達
経
路
は
秦
簡
の
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う

か
。
再
下
達
命
令
説
に
つ
い
て
今
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(1)
再
下
達
命
令
説

籾
山
が
再
下
達
命
令
説
に
考
え
至
っ
た
経
緯
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
次
の
皇
耶
秦
簡
で
あ
る
(
釈

文
中
の
丸
番
号
お
よ
び
図
は
筆
者
に
よ
る
)
。



15 
a 

廿
七
年
二
月
丙
子
朔
庚
寅
、
洞
庭
守
種
、
謂
鯨
畜
夫
・
卒
史
嘉
・
綴
卒
史
穀
・
属
尉
。
令
臼
:
:
:
(
中
堅
:
:
:

:
・
嘉
・
穀
・
尉
令
人
日
夜
端
行
。
官
如
律
令
。

口
月
丙
辰
、
①
遷
陵
丞
欧
、
敢
告
尉
、
告
郷
・
司
空
・
倉
主
。
前
書
己
下
、
重
聴
書
従
事
。
②
尉

別
都
郷
・
司
空
。
司
空
侍
倉
、
都
郷
別
啓
陵
・
武
春
。
皆
勿
留
脱
。
官
如
律

令
。
/
釦
手
。
丙
辰
水
下
四
刻
、
隷
臣
尚
行
。

三
月
美
丑
、
水
下
登
口
、
陽
陵
土
口
匂
以
来
。
/
邪
手

口
月
発
卯
、
水
十
一
刻
刻
下
九
、
求
盗
響
裏
陽
成
辰
以
来
。
/
羽
子

コ
@
E

b c d 

如
手

』

H

⑧
u出

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

街
路
は
幅
広
の
木
顧
の
両
面
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
表
面
の

a
は
二
月
一
五
日
付
、
相
側
庭
郡
守
発
信
の
懸
奮
夫
・
卒
史
嘉
・
俵
卒
史
穀
・

属
国
刷
宛
て
下
達
文
書
、
裏
面
の
b
は

a
を
承
け
て
出
さ
れ
た
三
月
一
一
日
付
、
選
陵
県
丞
発
信
の
尉
(
・
郷
・
司
空
・
倉
主
)
宛
て
下
達

文
書
で
あ
る
。
籾
山
は
こ
の
簡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ま
ず
、
②
に
見
え
る
「
別
」
を
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
簡
M
b

②
が
「
別
書
」
に
作
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
対
象
に
同
一
内
容
の
文
書
を
伝
達
す
る
こ
と
と
解
釈
し
た
上
で
、
②
は
図
ー
の
よ
う
な
尉

を
経
由
し
た
伝
達
経
路
を
指
示
し
て
い
る
と
し
、
そ
れ
故
、
①
は
図
H
の
よ
う
な
伝
達
経
路
を
示
す
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
従
来

の
解
釈
に
よ
る
図
皿
の
よ
う
な
伝
達
経
路
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
。

16 
a 

図
年
二
月
丙
子
朔
庚
寅
、
洞
庭
守
護
、
謂
勝
畜
夫
・
卒
史
嘉
・
俵
卒
史
穀
・
属
尉
。
令
日
:
:
:
(
中
略
)
・
:

:
:
:
嘉
・
穀
・
尉
令
人
日
夜
端
行
。
也
知
律
令
。

三
月
庚
成
、
①
遷
陵
守
丞
敦
狐
、
敢
告
尉
、
告
郷
・
司
空
・
倉
勤
。
聴
書
従
事
。
②
尉
別
書
都

13 

】

H

⑧

E

b 
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【図
I
〕

【図
H】

【図
E
】

郷
・
司
空
、
司
空
停
倉
、
都
郷
別
啓
陵
・
武
春
。
出
百
勿
留
脱
。
官
如
律
令
。
/
釦
手
。

刻
、
走
招
行
尉
。

三
月
戊
午
、
遷
陵
丞
欧
敢
言
之
。
寓
上
。
敢
一
言
之
。
/
釦
手

口
月
戊
申
夕
、
土
五
昼
下
里
間
令
以
来
。
/
慶
手

c d 

丞↓)」一一
i
一時

丞

J
尉叶一
J
主〕

げ寸イ

日
未
旦
、
令
史
犯
行
。

庚
戊
水
下
口

如
手

14 

コ
⑧
白



確
か
に
、
尉
と
郷
(
都
郷
)
・
可
空
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
図
I
・図
H
で
一
致
す
る
の
に
対
し
て
図
血
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
が
、

啓
陵
・
武
春
の
二
郷
と
倉
へ
の
伝
達
経
路
に
つ
い
て
は
図
I
・
図
H
で
も
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
①
の
「
告

郷
・
司
空
・
倉
主
」
を
尉
に
対
す
る
再
下
達
命
令
と
す
る
な
ら
ば
、
尉
が
都
郷
と
司
空
へ
は
直
接
下
達
し
な
が
ら
、
啓
臨
臨
・
武
春
の
二

郷
と
倉
へ
は
都
郷
・
司
空
を
介
し
て
間
接
的
に
下
達
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
・
疑
問
点
が

存
在
す
る
以
上
、
②
に
示
さ
れ
た
下
達
経
路
に
①
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
①
を
解
釈
す
る
と
い
う
方
法
に
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る

だ
ろ
う
。
以
下
、
別
の
観
点
か
ら
①
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

(2)
「主」

の
意
味
す
る
も
の

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

筒
行
b
(簡
v
p
b
)

の
①
と
②
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
引
っ
掛
か
る
点
が
あ
る
。
②
の
「
倉
」
が
①
で
は
「
倉
主
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
主
」
は
主
管
者
・
責
任
者
の
意
味
で
、
「
倉
主
」
は
倉
の
主
管
者
・
責
任
者
と
解
釈
さ
れ
て
い
加
が
、
な
ぜ
①

と
②
で
表
現
が
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
の
簡
げ
も
官
名
等
に
「
主
」
の
つ
く
例
で
あ
る
。

17 

品
川
一
一
年
四
月
丙
午
朔
甲
寅
、
遷
陵
守
丞
色
敢
告
酉
陽

丞
主
。
令
史
下
絡
帯
直
書
己
到
。
敢
告
主
。

]
日
⑧

HUE

15 
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⑮
 

こ
の
簡
を
「
・
:
敢
告
酉
陽
丞
。
主
令
史
・
:
」
と
句
読
す
る
論
者
も
あ
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
句
読
を
確
定
し
よ
う
。
王
燥
林
は
末
尾
に
「
敢

告
主
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
主
」
は
「
酉
陽
丞
」
に
つ
く
と
言
う
が
、
里
耶
秦
簡
講
読
曾
は
逆
に
「
敢
告
主
」
と
「
主
令
史
」
を
対
応

⑧
 

さ
せ
る
考
え
も
示
し
て
お
り
、
「
敢
告
主
」
だ
け
か
ら
で
は
読
み
を
確
定
で
き
な
い
。
幸
い
、
同
じ
「
敢
告
主
」
と
い
う
表
現
が
睡
虎

地
秦
筒
・
封
診
式
に
見
え
る
。

16 

18 

有
鞠
敢
血
口
某
豚
主
。
男
子
某
有
鞠
、
僻
日
、
士
五
、
居
某
塁
。
可
定
名
事
皇
、
所
坐
論
云
可
、
可
罪
赦
、

@
 

或
覆
問
母
有
、
遺
識
者
以
律
封
守
、
嘗
騰
馬
、
皆
潟
報
。
敢
告
主
。
睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
六

1
七

封
診
式
は
文
書
の
文
例
集
丸
山
、
「
敢
告
某
主
」
で
始
ま
り
「
敢
告
主
」
で
終
わ
る
形
は
後
掲
簡
千
筒
幻
に
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
が
定
型
書
式
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
儲
岡
山
山
に
は
冒
頭
の
日
付
と
発
信
者
名
が
無
い
が
、
筒
げ
と
筒
凶
が
同
一
書
式
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
封
診
式
の
筒
問
・
筒
M
・
簡
幻
が
「
敢
告
莱
勝
主
」
で
断
句
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
同

一
書
式
で
あ
る
簡
刀
も
「
敢
告
酉
陽
丞
主
」
で
断
句
す
べ
き
で
あ
る
。
次
の
簡
"
・
簡
却
も
「
主
」
を
後
ろ
に
続
け
て
読
む
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
で
、
「
主
」
で
断
句
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
。

19 

図
遷
陵
守
丞
敦
狐
止
口
都
郷
主
。
以
律
令
従
事
。
/
逐
手
口
図

甲
炭
、
水
十
一
刻
刻
下
者
十
刻
、
不
更
成
里
午
以
来
/
貌
手

]
日
⑧
唱
団

20 

八
月
発
巳
、
選
陵
守
丞
口
告
司
空
主
。
懇
書
従
事
図



起
行
司
空
。

八
月
美
巳
、
水
下
四
刻
、
走
賢
以
来
。
/
行
手

ヱ
⑧
H
U
U国

里
耶
秦
筒
で
官
名
等
に
「
主
」
が
つ
く
例
は
、
上
掲
簡
の
他
に
も
次
の
筒
幻
が
あ
る
。

21 

①
廿
八
年
八
月
戊
辰
朔
丁
丑
、
酉
陽
守
丞
口
敢
告
遷
陵
丞
主
。

亭
里
士
五
順
、
小
妾
口
徐
、
有
律
事
。
口
口
口
口
遷
口

令
史
可
蕪
書
従
事
口
口
口
/
②
八
月
申
午
、
遷
陵
抜
謂
都

郷
畜
夫
。
以
律
令
従
事
。
/
朝
手
即
走
印
行
都
郷

八
月
壬
辰
、
水
下
八
刻
、
隷
妾
以
来
/
口
手

】

H

品
叩
ロ
沼
田
品
目

コ
@
唱
由
主

ロ
手

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

「
主
」
で
断
句
す
る
と
「
敢
告
遷
陵
丞
主
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
筒
げ
と
同
じ
形
で
あ
り
、
こ
の
断
句
で
問
題
は
無
い
。

こ
の
よ
う
に
「
主
」
で
断
句
す
る
と
、
筒

η
の
「
酉
陽
丞
主
」
、
筒
引
の
「
遷
陵
丞
主
」
の
よ
う
に
「
某
県
丞
主
」
な
る
も
の
が
存
在

す
る
こ
と
に
な
る
。
「
主
」
が
主
管
者
・
責
任
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
県
丞
の
主
管
者
・
責
任
者
と
な
る
が
、
倉
や
都
郷
・
司
空

と
い
っ
た
機
関
・
部
局
の
主
管
者
・
責
任
者
と
い
う
の
は
あ
り
得
て
も
、
一
人
の
人
間
で
あ
る
県
丞
の
主
管
者
・
責
任
者
と
い
う
の
は

あ
り
得
な
い
だ
ろ
知
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
主
」
を
主
管
者
・
責
任
者
と
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
同
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
「
官
名
等
+
主
」
の
用
例
を
も
う
一
度
見
て
み
る
と
、
全
て
下
達
文
言
中
の
「
敢
告
」
「
告
」
の
目
的
語

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
筒
山
口
・
簡
却
で
は
「
主
」
の
附
せ
ら
れ
た
「
都
郷
」
「
司
空
」
が
問
一
簡
の
別
の
箇
所
に

17 
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骨

も
見
え
る
が
、
そ
こ
で
は
「
主
」
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
官
名
等
に
附
せ
ら
れ
る
「
主
」
は
下
達
文
言
中
の
「
数
台
」
「
告
」

の
目
的
語
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筒
百
b
(筒
M
b
)

の
①
で
は
「
倉
主
」
と
書
か
れ
る
の
に
②

で
は
「
主
」
が
つ
か
な
い
の
も
こ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
主
」
と
極
め
て
類
似
す
る
用
例
が
漢
簡
に
見
え
る
。

22 

図
得
倉
丞
吉
兼
行
丞
事
、
敢
告
部
都
尉
卒
人
。
詔
書
、
清
塞
下
、
護
候
望
、
備
蓬
火
。
虜
即
入
、
料
度
可
備
中
。
母

リ
遠
追
矯
虜
所
詐
。
害
己
前
下
。
撒
到
、
卒
人
遺
尉
・
丞
・
司
馬
、
敷
循
行
、
殿
兵
ロ
ロ
・
5
(
E
U
)

図
禁
止
行
者
、
便
戦
闘
具
、
幅
逐
田
牧
畜
産
、
母
令
居
部
界
中
、
警
備
母
潟
虜
所
在
利
。

E
課
母
状
不
憂
者
劾
。
尉
-

H
丞
以
下
母
忽
。
如
法
律
令
。
敢
告
卒
人
。
/
擦
延
年
・
書
佐
光
・
給
事
口

H
N
・
同
国
(
〉
U
U
)

こ
れ
は
太
守
が
都
尉
に
下
し
た
機
で
あ
る
。
簡
辺
は
「
敢
告
部
都
尉
卒
人
」
で
始
ま
り
「
敢
告
卒
人
」
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
書

式
は
、
秦
簡
の
「
敢
告
某
主
」
で
始
ま
り
「
敢
告
主
」
で
終
わ
る
書
式
と
「
卒
人
」
と
「
主
」
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
秦
簡
の
「
主
」

に
対
応
す
る
こ
の
「
卒
人
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
大
庭
惰
は
簡
刀
の
「
敢
告
部
都
尉
卒
人
」
に
つ
い
て
、
『
論
衡
』
謝
短
篇
に
「
両
郡

書
を
移
し
て
『
敢
え
て
卒
人
に
告
ぐ
』
と
日
う
に
、
両
県
一
言
わ
ざ
る
は
、
何
と
解
す
る
や
」
と
あ
る
の
を
挙
げ
た
上
で
、
こ
の
「
敢
告

⑧
 

卒
人
」
に
対
し
「
敢
え
て
直
言
せ
ず
、
但
だ
其
の
僕
御
に
告
ぐ
る
の
み
」
と
解
す
る
黄
障
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
黄
障
が
「
敢
告
卒
人
」

の
類
例
と
し
て
挙
げ
た
『
春
秋
左
氏
樽
』
裏
公
四
年
「
虞
簸
」
の
「
敢
告
僕
夫
」
に
附
せ
ら
れ
た
杜
預
の
注
に
も
「
僕
夫
に
告
ぐ
る
は
、

敢
え
て
尊
を
斥
さ
拘
」
と
あ
り
、
貴
人
に
対
し
敢
え
て
直
言
し
な
い
と
い
う
黄
障
の
説
は
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
大
庭
は
さ

ら
に
も
う
一
歩
進
め
て
、
「
敢
え
て
直
吾
首
せ
ぬ
」
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
漢
簡
に
あ
ら
わ
れ
る
「
敢
告
」
の
用
例
は
太
守
・

18 
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都
尉
級
の
高
官
が
直
接
兵
卒
に
語
り
か
け
る
形
で
出
す
重
要
な
布
告
に
特
定
的
に
用
い
ら
れ
る
と
言
加
。
し
か
し
、
「
敢
告
(
都
尉
)
卒
人
」

⑩
 

と
い
う
形
で
特
定
の
吏
の
不
正
の
調
査
や
帳
簿
の
再
点
検
を
下
達
し
た
例
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
内
容
が
都
尉
配
下
の
兵
卒
一
人
一
人

に
語
り
か
け
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
筒
辺
を
承
け
て
下
さ
れ
た
下
達
文
書
の
発
信
者
は
都
尉
で
あ
る
い
山
、
「
椴
到
ら
ば
、
卒
人
尉
・

丞
・
司
馬
を
遣
わ
し
て
:
・
」
と
あ
る
よ
う
に
「
卒
人
」
に
対
し
て
尉
・
丞
・
司
馬
の
派
遣
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
敢
告
部

都
尉
卒
人
」
で
一
示
さ
れ
る
下
達
対
象
者
は
都
尉
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
前
掲
『
論
衡
』
謝
短
篇
で
は
郡
同
土

で
文
書
を
遣
り
取
り
す
る
際
に
「
敢
告
卒
人
」
と
号
百
一
う
の
は
な
ぜ
か
と
問
う
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
敢
告
卒
人
」
と
記
さ
れ
る
文
書
の

宛
先
も
郡
太
守
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
「
卒
人
」
は
、
敢
え
て
直
言
し
な
い
こ
と
で
敬
意
を
表
す
働
き
を
す
る
語
で
、
「
陛
下
」

や
「
足
下
」
に
類
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
筒
2
・
筒
口
で
は
発
信
者
で
あ
る
太
守
と
官
秩
の
近
い
都
尉
に
は
「
卒
人
」
が
つ
く
一

方
で
下
級
の
恥
に
は
附
い
て
い
な
い
こ
と
も
、
「
卒
人
」
が
直
言
し
な
い
こ
と
で
敬
意
を
表
す
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
卒
人
」
が
そ
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
卒
人
」
と
類
似
の
使
わ
れ
方
を
す
る
「
主
」
も
同
様
に
文
書
受
信
者
に

@
 

対
す
る
敬
意
を
表
す
語
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
官
名
等
に
「
主
」
が
附
く
の
が
下
達
文
言
の
目
的
語
の
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
、
「
主
」

が
受
信
者
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
語
で
あ
る
な
ら
ば
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
。
簡
2
に
は
「
敢
告
張
液
・
農
都
尉
・
護
田
校

尉
府
卒
人
、
謂
師
脚
」
と
あ
っ
て
、
「
卒
人
」
を
附
す
べ
き
受
信
者
が
複
数
寄
在
す
る
場
合
は
そ
の
最
後
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
様
の
働
き
を
す
る
「
主
」
も
そ
れ
を
附
す
べ
き
受
信
者
が
複
数
い
る
場
合
は
そ
の
最
後
に
つ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
「
遷
俊
守
丞
歓
敢
告
尉
、
止
口
郷
・
司
空
・
倉
主
」
と
あ
る
筒
日
b
①
(
簡
凶
b
①
)
は
、
「
主
」
よ
り
前
に
記
さ
れ
る
尉
・
郷
・

司
空
・
倉
の
全
て
に
対
し
て
下
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

漢
簡
の
「
A
告
B
謂
C
」
と
の
近
似
性
と
、
上
述
の
「
主
」
に
つ
い
て
の
考
察
結
果
か
ら
、
思
耶
秦
簡
の
「
敢
告
尉
、
車
口
郷
・
司
空
・

倉
主
」
も
漢
簡
と
同
様
に
並
行
下
達
説
で
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

19 
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が
一
つ
あ
る
。
筒
行
b
①
(
簡
M
b
①
)
が
尉
・
郷
・
司
空
・
倉
の
全
て
に
下
達
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
下
達
先

を
ま
と
め
て
「
敢
告
尉
・
郷
・
司
空
・
倉
主
」
と
は
書
か
ず
、
「
敢
告
尉
」
と
「
告
郷
・
司
空
・
倉
主
」
を
わ
ざ
わ
ざ
分
け
て
書
い
て

い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
書
き
方
こ
そ
再
下
達
命
令
説
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
再
下
達
命
令
説
を
否

定
す
る
た
め
に
は
こ
の
書
き
分
け
の
理
由
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

20 

(3)
「
敢
告
」
と
「
告
」

@
 

呈
耶
秦
簡
と
睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
で
「
敢
告
」
「
告
」
お
よ
び
「
謂
」
を
含
む
用
例
を
集
め
る
と
、
筒
汚
か
ら
衛
幻
の
他
に
も
次

の
も
の
が
あ
る
。

23 

①
品
川
四
年
六
月
甲
午
朔
戊
午
、
陽
陵
守
慶
敢
言
之
。
未
報
。
謁
迫
。
敢

言
之
。
/
堪
手

②
品
川
五
年
四
月
己
未
朔
乙
丑
、
洞
庭
段
尉
鱒
謂
遷
陵
丞
。
陽
陵
卒
署
遷

陵
。
其
以
律
令
従
事
。
報
之
。
笛
騰
馬
。
/
嘉
手
・
以
洞
庭
司
馬
印
行
事

敬
手

⑧
 

ヨ
⑥
阿
国

24 

議覆

覆時

盟害
者議
主幾

警手
，_L.某

長普
通同

事土
各五響、
口居、、某
遺警
識童
者
嘗去
騰
亡馬

宣E
報室
里敢

塁塁
論
玄

可

可
罪
赦
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陸
虎
地
秦
筒
・
封
診
式
一
二
一

1
一四

25 

告
臣
愛
書
・
:
(
中
略
)
:
・
・
丞
某

告
某
郷
主
、
男
子
丙
有
鞠
、
僻
日
、
某
里
土
五
甲
臣
。
其
定
名
事
皇
、
所
坐
論
云
可
、
可
罪
赦
、
或
覆

同
母
有
、
甲
賞
身
免
丙
復
臣
之
不
殴
。
以
律
封
守
之
、
到
以
書
-
一
一
問
。
睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
三
七
ら
四
一

26 

鯨
妾
愛
書
・
:
(
中
略
)
:
・
・
丞
某
告
某
郷
主
。
某
里
五
大
夫
乙
家
吏
甲
詣
乙

妾
丙
、
臼
、
乙
令
甲
謁
販
制
閉
丙
。
其
問
如
言
不
然
。
定
名
事
皇
、
所
坐
論
云
可
、
或
覆
問
母

有

、

以

書

舌

口

。

睡

虎

地

秦

筒

・

封

診

式

四

二

1
四
五
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喜
子
愛
書
・
:
(
中
略
)
:

〔
敢
守
告
法
丘
主
。
士
五
威
陽
才
某
里
日
丙
、
坐
父
甲
謁
塗
其
足
、
悪
濁
漫
腕
師
、
令
終
身
母
得

去
悪
所
論
之
、
墓
丙
如
甲
告
、
以
律
包
。
今
出
金
丙
足
、
令
吏
徒
将
停
及
慌
書
一
一
封
詣
令
史
、
可
受

代
吏
徒
、
以
蘇
次
停
詣
成
都
、
成
都
上
値
書
太
守
慮
、
以
律
食
。
法
丘
己
得
、
矯
報
、
敢
告
主
。

睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式
四
六

3
四
九

こ
れ
ら
の
簡
と
筒
m
b①
(
筒
v
m
b
①
)
に
つ
い
て
、
発
受
信
者
と
「
敢
告
」
「
告
」
「
謂
」
の
組
み
合
わ
せ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。
な
お
、
受
信
者
に
「
主
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
「
県
丞
『
主
』
」
の
よ
う
に
記
し
た
。
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《
里
耶
秦
筒
》

ア
郡
守
1
1
|
「
謂
」

!
i↓
果
音
夫
・
卒
史
・
仮
卒
史
・
属

イ
郡
尉
|
|
|
「
謂
」
|
|
↓
県
丞

ウ

県

4vil--「
謂
」
|
|
↓
都
郷
畜
夫

エ
県
丞
|
|
|
「
敢
K
E
-
-
v
県
丞
「
主
」

オ
県
丞
1
1
1
1
「
告
」
|
|
↓
都
郷
「
主
」

カ

県

丞

-
-
-
E
E
l
-
-
v
司
空
「
主
」

《
睡
虎
地
秦
筒
・
封
診
式
》

キ
|
|
|
「
敢
告
」
|
↓
県
「
主
」

ク
県
丞
|
|
!
「
告
」

l
↓
郷
「
主
」

《
皇
耶
秦
簡
簡
行
b
①
(
簡
凶
b
①)》

県
丞
|
|
「
敢
告
」
↓
尉
(
「
手

県
丞
ー
ー
ー
よ
E
l
i
l
v郷
(
「
主
」
)

県
丞
1
1
1
1
「
告
」
|
|
↓
司
空
(
「
主
」
)

県
丞
1
1
1
4
口
」
|
|
↓
倉
「
主
」

ケコサシ
「
敢
告
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
エ
・
キ
・
ケ
で
あ
る
が
、

22 

:
j
i
-
-
簡
日

a
・
筒
凶

a

:
:
筒
お
②

:
:
:
:
簡
幻
②

-
j
i
-
-簡
げ
・
筒
幻
①

:
:
:
:
筒
ゆ

:
・
筒
却

:
:
:
:
筒

m-
簡
M
・
簡
U

i--:筒
あ
・
簡
ザ
却

エ
は
発
信
者
・
受
信
者
と
も
に
県
丞
で
、
こ
の
場
合
は
同
格
官
聞
で
使
わ



れ
て
い
加
。

式
で
、

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

キ
で
は
発
信
者
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
簡
M
M

・
筒
M
A

・
簡
幻
は
「
敢
告
」
を
用
い
文
書
末
尾
を
「
敢
告
主
」
で
結
ぶ
童
聞

こ
れ
は
エ
と
同
じ
で
あ
加
。
億
四
・
簡
M
A

・
簡
幻
と
同
じ
封
診
式
で
も
、
県
丞
が
郷
に
下
達
し
て
い
る
簡
あ
・
筒
訴
で
は
末
尾

に
「
敢
告
主
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
敢
告
」
を
用
い
「
敢
告
主
」
で
終
わ
る
キ
は
、
エ
と
同
じ
よ
う
に
同
格
官
潤

⑩
 

で
遣
り
取
り
さ
れ
た
文
書
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ケ
は
発
信
者
が
県
丞
、
受
信
者
が
県
尉
で
あ
る
。
漢
初
の
県
尉
と
県
丞
は
同
秩
で
あ

仰
の
で
、
秦
代
も
同
様
だ
と
す
れ
ば
ケ
も
同
格
官
間
で
の
文
書
と
な
る
。
以
上
、
ェ
・
キ
・
ケ
の
例
か
ら
、
「
敢
告
」
は
同
格
官
問
で

@
 

使
わ
れ
る
表
現
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
告
」
の
例
は
全
て
県
丞
か
ら
県
に
属
す
る
郷
・
司
空
・
倉
へ
下
達
し
た

場
合
で
あ
る
か
ら
、
「
告
」
は
上
級
官
が
下
級
官
へ
通
知
す
る
時
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
秦
簡
で
は
「
敢
告
」
と
「
告
」

が
発
受
信
者
間
の
上
下
関
係
に
よ
っ
て
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
筒
日
b
①
(
簡
げ
山
b
①
)
で
「
敢
告
尉
」
と
「
告
郷
・
司
空
・

倉
主
」
が
分
け
て
書
い
て
あ
る
の
も
、
同
格
の
官
で
あ
る
尉
に
対
す
る
「
敢
告
」
と
、
下
級
官
で
あ
る
郷
・
司
空
・
倉
に
対
す
る
よ
口
」

と
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
書
き
分
け
に
関
連
し
て
、
「
謂
」
と
よ
口
」
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
掲
の
ア

1
シ
の
中
で
、

受
信
者
に
「
主
」
が
附
け
ら
れ
て
い
な
い
の
は
「
謂
」
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
ウ
と
オ
・

ク
・
コ
で
あ
る
。
共
に
郷
へ
の
下
達
で
あ
る
が
、
県
令
が
発
信
者
の
ウ
で
は
「
謂
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
県
丞
が
発
信
者

の
オ
・
ク
・
コ
で
は
「
謂
」
で
は
な
く
よ
口
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
漢
簡
で
は
、
例
え
ば
僑
8
の
よ
う
に
郭
候
が
塞
尉
と
候
長
に
文
書

を
下
す
場
合
、
郭
候
と
の
身
分
差
が
小
さ
い
塞
尉
に
対
し
て
は
よ
口
」
を
使
い
、
身
分
差
が
大
き
い
候
長
に
対
し
て
は
「
謂
」
を
使
っ

て
い
た
が
、
こ
の
身
分
差
に
よ
る
「
謂
」
「
告
」
の
使
い
分
け
が
こ
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
ウ
は
受
信
者
で
あ
る
郷
と

身
分
差
の
大
き
い
県
令
が
下
達
す
る
の
で
「
講
」
が
使
わ
れ
、
オ
・
ク
・
コ
は
県
令
に
比
べ
て
郷
と
の
身
分
差
の
小
さ
い
県
丞
が
下
達

す
る
の
で
「
告
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
説
明
で
き
よ
う
。
受
信
者
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
「
主
」
が
「
謂
」
の
目
的
語
に
附
け
ら
れ
な

23 
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い
の
は
、
「
謂
」
が
発
受
信
者
聞
の
身
分
差
が
大
き
い
場
合
に
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

24 

(4)
呈
耶
秦
簡
の
下
達
経
路

簡
M
U
b①
(
簡
M
b
①
)
を
並
行
下
達
説
で
理
解
す
る
と
下
達
経
路
は
前
掲
図
E
と
な
る
が
、
②
の
示
す
下
達
経
路
は
図
ー
で
あ
り
、

問
題
は
振
り
出
し
に
戻
っ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
筒
日
b
①
(
簡
M
b
①
)
の
示
す
下
達
経
絡
が
図

国
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
②
に
つ
い
て
も
、
簡
凶
b
に
記
さ
れ
た
文
書
発
信
記
録
「
走
紹
行
尉
」
か
ら
遷
陵
守
丞
発
信
文
書
は

尉
に
下
達
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
故
、
簡
v
m
b
は
②
の
経
路
で
実
際
に
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
筒
日
b
の
下
達

文
一
言
は
こ
の
筒
凶
b
と
同
一
な
の
だ
か
ら
、
簡
M
U
b
も
②
に
示
さ
れ
た
経
路
で
実
際
に
文
書
が
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
簡
行
b
(簡
“
b
)
は
下
達
文
言
の
示
す
経
路
と
は
異
な
る
経
路
で
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

実
は
こ
れ
と
同
様
の
例
が
漢
簡
に
も
存
在
す
る
。
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虞

回

、

以

次

侍

行

、

至

望

遠

止

(

上

段

)

①
十
二
月
辛
未
、
甲
渠
候
長
安
・
候
史
個
人
敢
言
之
。
蚤
食
時
、
臨
木
健
卒
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
拳
蓬
、

u矯
一
積
薪
、
虜
即
西
北
去
。
母
所
失
亡
。
敢
雪
国
之
。
/
②
一
十
二
月
辛
未
、
将
兵
護
民
国
官
居
延
都
尉
潟
、
城
倉

H

長

苗

問

兼

行

口

図

(

下

段

A
面
)

篤
移
。
疑
虜
有
大
衆
不
去
、
欲
投
入
品
周
冠
。
椴
到
、
循
行
部
界
中
、
巌
教
吏
卒
、
驚
藻
火
、
明
天
国
、
謹
迩
候
候
望
、

回



H
禁
止
往
来
行
者
、
定
蒸
火
輩
送
、
使
兵
戦
闘
具
、
母
国
局
虜
所
奉
葉
、
己
先
隠
知
。
失
亡
重
事
。
母
忽
。
如
律

H

令

。

/

③

十

二

月

壬

申

、

珍

北

守

図

(

下

段

B
面
)

候
長
綾
・
未
央
・
候
史
包
・
燈
長
崎
等
。
疑
虜
有
大
衆
、
欲
妓
入
矯
冠
。
撤
到
、
緩
等
各
循
行
部
界
中
、
巌
教
吏
卒
、

H
定
蓬
…
火
輩
送
、
使
兵
戦
闘
具
。
母
矯
虜
所
惹
葉
、
巳
先
聞
知
。
失
亡
重
事
。
母
忽
。
如
律
令
。
(
下
段

c
g

N
一可∞・メ〉
H
C
)
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こ
の
簡
は
鰍
(
棒
状
の
大
型
木
簡
)
に
書
か
れ
た
撤
で
、
封
泥
匝
よ
り
上
に
文
書
宛
先
が
書
か
れ
、
下
に
三
面
に
亘
っ
て
文
書
が
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
①
は
配
下
の
臨
木
健
卒
に
よ
る
虜
発
見
を
う
け
て
、
甲
渠
候
長
安
と
候
史
個
人
が
将
兵
護
民
田
宮
居
延
都
尉
の
滑
に

そ
れ
を
報
告
し
た
上
申
文
書
、
②
は
将
兵
護
民
田
官
居
延
都
尉
の
滑
が
珍
北
候
官
へ
警
戒
体
制
を
取
る
よ
う
命
じ
た
下
達
文
書
、
③
は

⑩
 

珍
北
郭
候
が
そ
れ
を
さ
ら
に
候
長
綾
・
未
央
・
候
史
包
・
燈
長
崎
等
に
下
達
し
た
文
書
で
、
こ
の
筒
お
そ
の
も
の
は
①
②
を
承
け
て
珍

北
郭
候
か
ら
候
長
ら
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
段
に
「
康
回
、
以
次
侍
行
、
至
望
遠
止
」
と
あ
る
の
は
、
長
城
線
に
並
ぶ
憶
を
リ

レ
ー
し
て
虞
田
燈
か
ら
望
遠
燈
ま
で
順
次
伝
達
せ
よ
と
の
指
示
で
あ
り
、
下
達
対
象
者
の
候
長
緩
等
は
そ
の
間
の
燈
に
勤
務
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
簡
お
は
下
達
文
言
一
で
は
候
長
緩
・
未
央
・
候
史
包
・
燈
長
崎
等
に
並
行
し
て
下
達
す
る
と
い
う
形
を
取
り
な

が
ら
、
実
際
に
は
下
達
対
象
者
で
あ
る
候
長
ら
が
勤
務
す
る
爆
を
回
覧
形
式
で
伝
達
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
伝
達
経
路

を
指
示
し
て
い
る
の
が
上
段
の
「
贋
回
、
以
次
停
行
、
至
望
遠
止
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
筒
お
の
例
か
ら
、
具
体
的
な
伝
達
経
路
を

別
に
指
示
す
る
こ
と
で
、
下
達
文
言
と
は
異
な
る
経
路
で
伝
達
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
里
耶
秦
簡
の
筒
M
U
b
(

簡
凶
b
)

も
こ
れ
と
河
様
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
①
の
下
達
文
号
日
で
は
尉
・
郷
・
司
空
・
倉
へ
並
行
し
て
下
達
す
る
形
を
取
り
な
が

ら
、
②
で
「
尉
別
(
書
)
都
郷
・
司
空
。
司
空
縛
倉
、
都
郷
別
啓
陵
・
武
春
」
と
い
う
具
体
的
な
伝
達
経
路
を
別
に
指
示
す
る
こ
と
で
、
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実
際
に
は
②
の
経
路
で
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
た
凶
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
下
達
文
量
一
口
と
は
異
な
る
経
路
で
伝
達
さ
れ
た
と
し
て
も
、
命
令
系
統
そ
の
も
の
に
何

ら
か
の
変
更
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
簡
お
の
場
合
は
、
「
贋
回
、
以
次
停
行
、
至
望
遠
止
」
と
い
う
伝
達
経
路

が
明
記
さ
れ
、
珍
北
郭
候
の
下
達
文
書
で
記
載
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
珍
北
郭
候
の
下
達
文
書
が
記
さ
れ
た
筒
お
そ
の
も
の
が

回
覧
形
式
で
順
次
伝
達
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
疑
い
無
く
、
長
城
線
上
の
燐
で
椴
が
受
け
渡
し
さ
れ
る
度
に
受
領
し
た
燦
長
等
を
発
信

者
と
す
る
文
書
が
追
加
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
長
城
線
上
に
並
ぶ
各
燈
に
伝
達
さ
れ
た
の
は
珍
北
郭
候
の
下
達
命
令
な
の

で
あ
っ
て
、
搬
を
リ
レ
ー
す
る
燈
同
士
に
は
命
令
系
統
上
の
上
下
関
係
な
ど
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
、
誤
解
な
き
ょ
う
確
認
し
て
お
き

た
い
。
簡
上
段
の
「
康
問
、
以
次
停
行
、
至
望
遠
止
」
は
あ
く
ま
で
こ
の
撤
を
伝
達
す
る
経
路
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
命
令
系

統
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
里
耶
秦
衡
の
筒

m
b
(筒
凶
b
)

の
場
合
も
、
こ
の
簡
お
と
同
様
に
、
遷
陵
守
丞

が
発
信
し
た
筒
行
b
(筒
M
b
)
そ
の
も
の
が
②
の
経
路
を
回
覧
形
式
で
順
次
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
遷
陵
守
丞
発
信

の
下
達
文
書
を
受
け
取
っ
た
尉
が
自
分
が
発
信
者
と
な
る
下
達
文
書
を
追
加
し
て
郷
・
司
空
・
倉
へ
下
し
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

筒
行
b
(筒
M
b
)
が
回
覧
形
式
で
伝
達
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
尉
・
郷
・
司
空
・
倉
は
あ
く
ま
で
も
遷
陵
守
丞
の
命
令
を
受
け
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
の
命
令
系
統
は
①
の
下
達
文
言
に
示
さ
れ
て
い
る
命
令
系
統
そ
の
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
筒
ち
b

(簡
M
b
)
が
②
の
経
路
を
回
覧
形
式
で
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
①
の
下
達
文
言
と
②
の
伝
達
経
路
を
整

@
 

合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
は
皇
耶
秦
簡
と
漢
簡
の
下
達
文
言
も
統
一
的
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
の
考
察
結
果
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
こ
う
。

-
渓
簡
の
「
A
K口
B
謂
C
」
は
大
庭
説
の
通
り
「
A

B

に
告
げ
C
に
謂
う

(Aが
B
と
C
に
下
達
す
る
ご
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

・
里
耶
秦
簡
の
「
A
敢
告
B
告
C
」
も
漢
簡
と
同
様
に
「
A

敢
え
て
B
に
告
げ
C
に
告
ぐ

(
Aが
B
と
C
に
下
達
す
る
ご
と
解
釈
す
べ

き
で
あ
る
。

-
下
達
文
言
の
「
敢
告
」
は
発
受
信
者
が
同
格
の
場
合
に
、
「
告
」
は
発
受
信
者
の
身
分
差
が
小
さ
い
場
合
に
、

き
い
場
合
に
用
い
ら
れ
る
点
、
秦
簡
・
漢
簡
と
も
概
ね
同
様
で
あ
る
。

-
下
達
文
書
で
、
発
信
者
か
ら
全
て
の
下
達
先
に
直
接
下
達
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
下
達
文
書
が
複
数
の
下
達
先
に
回
覧
形
式
で
順
次

伝
達
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

-
里
耶
秦
簡
や
睡
虎
地
秦
筒
・
封
診
式
で
官
名
等
に
附
せ
ら
れ
る
「
主
」
は
主
管
者
・
責
任
者
を
指
す
の
で
は
な
く
、
漢
簡
に
見
え
る
「
卒

人
」
と
同
様
に
、
下
達
文
言
に
お
い
て
文
書
受
信
者
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
た
め
に
附
せ
ら
れ
る
語
で
あ
る
。

以
上
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
稿
で
の
考
察
に
関
連
し
て
二
点
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
県
丞
の
位
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
漢
簡
で
は
令
・
丞
の
連
名
で
文
書
を
発
信
す
る
の
が
正
式
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
里

耶
秦
簡
で
は
県
丞
単
独
で
文
書
を
下
達
し
て
い
る
場
合
も
多
く
、
県
の
公
文
書
の
発
信
に
つ
い
て
は
県
令
と
県
丞
が
ほ
ぼ
同
等
の
権
限

⑩
 

を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
県
丞
が
発
信
し
た
下
達
文
言
に
お
け
る
「
敢
告
」
「
告
」
「
謂
」

の
使
い
方
に
つ
い
て
秦
簡
と
漢
簡
を
比
較
し
て
み
る
と
、
秦
簡
で
は
県
財
閥
に
対
し
て
は
「
敢
告
」
が
、
「
告
」
が
使
わ

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

郷
に
対
し
て
は

「謂」

は
身
分
差
が
大

27 



立命館東洋史筆第31競

骨

れ
て
い
た
が
、
漢
簡
で
は
県
尉
に
対
し
て
よ
口
」
が
、
郷
に
対
し
て
「
謂
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
先
述
の
「
敢
告
」
「
告
」
「
謂
」
の
使

い
分
け
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、
秦
簡
の
段
階
で
は
県
丞
と
県
尉
・
郷
の
身
分
差
は
小
さ
か
っ
た
が
、
漢
簡
の
段
階
に
な
る
と
大
き
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
語
の
使
い
分
け
だ
け
で
身
分
差
を
云
々
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
連
名
発
信
と

併
せ
て
、
秦
か
ら
漢
へ
と
替
わ
る
中
で
県
丞
の
位
置
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

も
う
一
つ
は
簡
日
と
簡
凶
を
巡
る
送
付
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
簡
の
日
付
か
ら
送
付
状
況
を
整
理
す
る
と
、
二
月
一
五
日
付
の
洞

庭
郡
守
発
信
文
書
を
三
月
三
日
に
受
領
し
た
遷
陵
県
は
二
日
後
の
五
日
に
尉
な
ど
に
下
達
し
た
が
、
=
一
月
八
日
に
な
っ
て
同
じ
二
月

一
五
日
付
洞
庭
哨
霊
窪
田
文
書
を
再
び
受
領
し
た
の
で
、
三
日
後
の
一
一
日
に
尉
な
ど
に
対
し
「
前
書
己
下
、
重
聴
書
従
事
」
と
下
命

し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
遷
陵
県
は
な
ぜ
同
じ
二
月
一
五
日
付
の
洞
庭
郡
守
発
信
文
書
を
五
日
の
聞
を
お
い
て
二
度
も
受

け
取
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
秦
漢
公
文
書
の
伝
達
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
り
、

先
に
述
べ
た
回
覧
形
式
で
の
文
書
伝
達
こ
そ
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅

は
既
に
尽
き
て
お
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
余
裕
は
も
は
や
無
い
。
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
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注① 

餅
字
霧
・
段
書
安
編
著
コ
一
十
世
紀
出
土
筒
吊
綜
述
』
(
文
物
出
版
社

二
O
O六
)
に
こ

0
0二
年
ま
で
の
出
土
状
況
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

一
九
八
二
)
、
同
『
漢
筒
研
究
』
(
同
朋
舎
出

② 

漢
代
公
文
書
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
大
庭
惰
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
(
創
文
社

版

一
九
九
一
乙
、
永
田
英
正
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
(
同
朋
舎

一
九
八
九
)
、
李
均
明
・
劉
軍
司
筒
踊
文
書
学
』
(
広
西
教
育
出
版
社

一
九
九
九
)
、

注
桂
海
『
漢
代
官
文
書
制
度
』
(
広
西
教
育
出
版
社

ニ
0
0
=
一
)
な
ど
。

③ 

一
九
九
九
)
、
李
天
虹
『
居
延
漢
筒
簿
籍
分
類
研
究
』
(
科
学
出
版
社

一
九
七
九
)
一
五
五

1
一
五
七
頁
。

大
庭
傭
『
木
簡
』
(
学
生
社

④ 

例
え
ば
、
永
田
英
正
「
文
書
行
政
」
(
般
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
編
集
委
員
会
編
『
殿
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』

汲
古
書
院

。。

所
収
)
で
も
大
庭
説
に
基
づ
い
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
(
二
八
八
頁
)
。

⑤ 

竺
沙
雅
章
「
居
延
漢
簡
中
の
社
文
書
」
(
冨
谷
至
編
『
辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
服
友
書
庖

。。
所
収
)
三
四
四

t
三
四
六
頁
。

⑥ 

所
収
)
二
八
四

1
二
八
五
頁
。

⑦ 

籾
山
明
「
湖
南
龍
山
里
耶
秦
簡
概
述
」
(
『
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会

筒
願
資
料
は
以
下
の
も
の
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
文
書
の
発
受
信
者
と
下
達
文
言
で
あ
る
の
で
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
解
釈
は

二
O
O六

秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

省
略
し
た
。
な
お
、
敦
煙
・
懸
泉
置
漢
簡
に
は
原
簡
番
号
の
後
に
『
敦
燈
漢
筒
』
『
敦
燈
懸
泉
漢
簡
縛
梓
』
の
番
号
も
附
記
し
た
。

《
睡
虎
地
秦
筒
》

睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
文
物
出
版
社

一
九
九

O
)

《
里
耶
秦
簡
》

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
他

湖
南
館
山
里
耶
戦
国

去
代
古
城

号
井
発

露
報

文
物

。。

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
他
「
湘
商
呈
耶
秦
代
簡
膿
選
釈
」
(
『
中
国
歴
史
文
物
』
二

O
O一
一
一
一
)

里
耶
秦
簡
講
読
曾
「
塁
耶
秦
簡
謬
注
」
(
『
中
園
出
土
資
料
研
究
』
八

三
O
O四
。
正
誤
表
・
悶
九

一
四

O
頁
)
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湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
『
皇
耶
発
掘
報
告
』
(
岳
麓
書
社

30 

一一

O
O六
)

王
燐
林
『
里
耶
秦
簡
校
詰
』
(
中
国
文
聯
出
版
社

二
O
O七
)

《
居
延
漢
筒
》

立命館東洋史筆

労
斡
『
居
延
漢
簡

図
版
之
部
』
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

一
九
五
七
)

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
居
延
漢
筒

甲
乙
編
』
(
中
華
書
局

一
九
八

O
)

謝
桂
華
他
『
居
延
漢
街
釈
文
合
校
』
(
文
物
出
版
社

一
九
八
七
)

甘
濡
省
文
物
考
古
研
究
所
他
『
居
延
新
簡
稗
粋
』
(
蘭
州
大
学
出
版
社

一
九
八
八
)

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
他
『
居
延
新
簡

甲
渠
候
官
』
(
中
華
書
局

一
九
九
四
)

《
敦
健
・
懸
泉
誼
漢
簡
》

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
『
敦
燈
漢
簡
』
(
中
華
書
局

一
九
九
二

⑧ 

胡
平
生
・
張
徳
芳
『
敦
燈
懸
泉
漢
簡
樫
粋
』
(
上
海
古
籍
出
版
社

『
績
漢
書
』
百
官
志
に
「
唯
漣
郡
往
往
置
都
尉
及
属
国
都
尉
、
稲
有
分
勝
、
治
民
比
郡
」
と
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
漢
時
代
、
辺
境
地
帯
に
お
い

二
O
O一
)

て
は
太
守
管
轄
下
の
県
の
他
に
都
尉
に
直
属
す
る
県
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
後
掲
筒
4
・
筒
5
の
県
は
こ
の
都
尉
直
属
県
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
こ

こ
に
県
を
入
れ
て
お
い
た
。
な
お
、
都
尉
直
属
県
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
第
六
章
「
郡
都
尉
」
(
日
本
学
術
振
興
会

一
九
六
一
一
)
、
角
谷
常
子
「
漢
代
居
延
に
お
け
る
軍
政
系
統
と
県
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」
(
『
史
林
』
七
六
一

一
九
九
一
ニ
)
参
照
。

⑨ 

秦
簡
の
「
敢
告
」
と
漢
簡
の
「
移
」
は
同
格
官
聞
で
使
わ
れ
る
語
で
厳
密
な
意
味
で
は
下
達
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
も
含
め
て
「
下
達
文
言
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

⑩ 

控
一
沙
は
「
謂
勝
。
律
臼
」
を
「
謂
う
『
豚
律
に
臼
く
:
・
:
」
と
解
釈
す
る
方
が
素
直
で
あ
る
と
す
る
(
竺
沙
前
掲
論
文
三
四
三
頁
)
が
、
後
掲
筒
口
は
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「
県
に
謂
う
」
と
し
か
読
め
な
い
し
、
次
例
で
は
「
忌
池
」
で
断
句
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
下
達
内
容
が
律
の
引
用
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

そ

男装問、
矢口

語雪
哩を

Z語
星生 懸問。

辛律
丑日

甲と
渠読
郭む
司、，

霊i
!l¥I閲

λii 
砂 tr
ti; Cミ
池。

律
回
口
口
口
図

口
口
口
史
験
開
放
責
報
。
不
服
、
移
自
謹
愛
書
。
如
律
令
。

開
・
同
門
U
'
U唱

⑪ 

「
張
披
農
都
尉
」
を
張
披
都
尉
・
農
都
尉
と
解
し
た
。
張
披
都
尉
は
次
の
簡
に
も
見
え
、
陳
夢
家
は
郡
都
尉
と
す
る
(
陳
夢
家
『
漢
簡
綴
述
』
中
華
書

局

一
九
八
O

四
一
頁
)
。

張
披
都
尉
章

肩
水
候
以
郵
行

九
月
庚
午
、
府
卒
孫
意
以
来

uw血
・
串
(
〉
U
U
)

⑫ 

大
庭
前
掲
『
木
簡
』
一
三
一
一

1
一
四
五
頁
。
ま
た
、
詔
後
行
下
の
辞
に
つ
い
て
は
、
伺
「
居
延
出
土
の
詔
書
冊
」
(
前
掲
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
収
)

参
照
。
な
お
、
郭
候
発
信
文
書
で
本
文
所
掲
の
も
の
の
他
に
「
下
:
・
謂
i
」
の
形
の
も
の
が
一
例
あ
る
。

九
月
甲
成
、
甲
渠
候

下
尉
、
謂
第
四
候
長
憲
等
。
承
書
従
事
、
下

信
用
者
如
詔
書
。
書
到
一
言
。

兼
尉
史
巌

操

岡
山
間
明
N
N
u品
U
N

こ
の
簡
は
詔
後
行
下
の
辞
で
あ
る
が
、
詔
後
行
下
の
辞
で
こ
の
簡
の
よ
う
に
「
下
」
と
「
謂
」
の
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
他
に
確
認
で
き
な
い
。

そ
れ
故
、
こ
の
簡
は
詔
書
下
達
の
場
合
の
下
達
文
言
と
認
書
以
外
の
場
合
の
そ
れ
と
を
混
悶
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
考
察
対
象
か
ら
外
し
た
。

⑬ 

簡
2
・
筒
口
の
よ
う
に
「
敢
告
:
謂
:
」
と
な
る
場
合
も
、
「
告
」
と
「
謂
」
は
常
に
こ
の
順
に
な
る
。

⑭ 

筒
2
の
県
を
都
尉
直
属
県
と
見
な
し
た
と
し
て
も
、
県
宛
の
下
達
文
書
が
候
官
を
通
過
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
筒
3
も
県
宛
の
下
達
文
書
で
あ
る
が
、

簡
3
が
出
土
し
た
懸
泉
置
は
次
掲
の
簡
に
見
え
る
よ
う
に
毅
穀
県
所
属
の
機
関
で
、
後
掲
筒
日
1
M
の
よ
う
に
放
穀
県
か
ら
文
書
が
下
達
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
故
、
筒
3
に
つ
い
て
は
県
宛
に
な
っ
て
い
て
も
問
題
は
な
い
。

数
穀
勝
泉
置
高
田
夫
光
、
以
亭
行
図

。・ρ-
O
H
/
ロヨ

⑮ 

四
月
丙
子

肩
水
量宇
北
亭
長
倣
以
私
印
兼
行
候
事

富
畜
夫
吏

寓
移

書

口
如
律
令
。

令
史
烹
・
光
・
博
・
尉
史
賢

N
甲
・
メ
B
N
)

⑮ 

前
掲
『
敦
嬉
懸
泉
漢
簡
鰐
綜
』
六
九
頁
の
【
注
樗
}
に
拠
れ
ば
、
出
土
時
、
こ
の
四
簡
は
こ
れ
ら
と
無
関
係
の
内
容
の
記
さ
れ
た
別
の
二
簡
と
共
に
二

本
の
縄
で
編
綴
さ
れ
て
い
た
。
出
土
時
の
編
綴
は
文
書
送
付
時
の
編
綴
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
が
、
無
関
係
の
二
簡
と
併
せ
て
編
綴
す
る
際
に
、

冊
蓄
の
途
中
の
筒
だ
け
を
わ
ざ
わ
ざ
外
す
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
の
冊
書
は
も
と
も
と
こ
の
四
簡
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫ 

「
告
郷
司
空
倉
主
」
を
「
血
口
武
春
郷
司
空
倉
主
」
と
す
る
釈
文
も
あ
る
が
、
王
燐
林
前
掲
書
の
指
摘
(
一
一
三
頁
)
す
る
通
り
「
武
春
」
は
誤
り
で
あ
る
。

⑮
青
木
俊
介
「
里
耶
秦
簡
に
見
え
る
勝
の
部
局
組
織
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
九

"
守
“
和
"
守
丞
“
釈
義
及
其
他
」
(
『
中
園
歴
史
文
物
』
ニ

O
O六
i
一
ニ
)
五
九
頁
、
主
燥
林
前
掲
書
一

O
九
頁
。
な
お
、
青
木
は
「
主
」
「
守
」
共
に
官
奇

二

O
O五
)

一
O
四
頁
、
陳
治
国
「
皇
耶
秦
筒

夫
を
指
す
と
す
る
。

⑮ 

李
学
勤
「
初
読
里
郡
秦
簡
」
(
『
文
物
』
一
一

O
O三
l
こ
七
四
貰
、
里
耶
秦
筒
講
読
曾
前
掲
課
注
一

O
一
頁
。

玉
燥
林
前
掲
書
五
六
頁
。
里
耶
秦
簡
講
読
曾
前
掲
課
注
一

O
一
頁
。

⑩ ⑫ 

前
掲
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
は
「
嘗
騰
、
醐
鵬
皆
園
周
報
」
に
作
る
が
、
籾
山
の
指
摘
に
従
い
改
め
た
。
籾
山
前
掲
「
湖
南
龍
山
里
耶
秦
簡
概
述
」
二
八
五

-
二
八
六
頁
。
後
掲
簡
M
に
つ
い
て
も
同
じ
。

⑫ 

籾
山
明
「
雲
夢
暖
虎
地
秦
筒
」
(
滋
賀
秀
=
一
編
『
中
国
法
制
史
|
|
基
本
史
料
の
研
究
|
|
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
一
一
一
)
一

O
七
頁
。

王
換
林
は
簡
げ
の
「
商
揚
丞
主
」
を
酉
陽
県
丞
の
主
管
と
解
釈
し
、
秦
県
の
守
丞
は
一
人
に
限
ら
ず
、
ま
た
、
丞
と
守
丞
が
同
時
に
置
か
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
、
県
丞
宛
文
書
に
は
「
主
」
を
附
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
(
前
掲
書
五
五

1
五
六
頁
)
が
、
同
じ
県
丞
宛
下
達
文
書
で
あ
り
な
が

⑫ 
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ら
筒
お
②
で
は
「
主
」
は
附
い
て
い
な
い
。
確
か
に
里
耶
秦
簡
に
は
短
い
期
間
に
複
数
の
守
丞
の
名
が
見
え
る
が
、
守
丞
が
同
時
に
複
数
置
か
れ
た
こ

と
を
直
接
一
示
す
史
料
は
無
い
し
、
王
の
こ
の
理
解
に
従
え
ば
、
簡
河
川
・
簡
U
A

・
筒
幻
に
は
「
莱
県
主
」
「
法
丘
主
」
と
あ
る
の
で
複
数
の
県
令
・
守
令
の

存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
或
い
は
、
こ
の
「
某
県
主
」
や
「
司
空
主
」
「
都
郷
主
」
「
倉
主
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
関
・
部
局
の
責

任
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
複
数
の
官
吏
の
寄
在
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
某
県
丞
主
」
の
場
合
と
「
主
」

の
意
味
合
い
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
下
達
文
言
に
「
主
」
が
附
く
か
否
か
は
「
敢
告
」
「
告
」
と
「
謂
」
と
の
使
い
分
け
に
対
応
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
王
の
理
解
で
は
こ
の
対
応
を
説
明
で
き
な
い
。

⑫ 

青
木
前
掲
論
文
で
は
コ
@
S
U
(
本
稿
簡
加
)
を
取
り
上
げ
て
、
司
空
と
い
う
部
局
に
下
さ
れ
た
文
書
の
宛
先
人
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
司
空
主
」

は
司
空
の
主
管
者
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
都
郷
の
主
管
者
と
思
し
き
も
の
が
コ
@
漫
企
図
(
本
稿
筒
幻
)
で
は
「
都
郷
沓
夫
」
、
ヨ
⑧
唱
団
(
本

稿
筒
山
口
)
で
は
「
都
郷
主
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
畜
夫
」
が
「
主
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
る
ご

O
四
1

一O
五
頁
)
が
、
「
某
県
丞
主
」
に
つ
い
て
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、
司
空
へ
下
さ
れ
た
文
書
の
宛
先
人
が
「
司
空
主
」
と
書
か
れ
て

い
る
こ
と
が
、
「
主
」
が
主
管
者
で
あ
る
こ
と
の
積
極
的
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
青
木
論
文
以
外
の
注
⑮
所
掲
論
文
で
は
「
主
」
を
主
管
者
・
責

任
者
と
す
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

⑫ 

簡
川
口
は
そ
の
表
面
に
「
都
郷
」
が
見
え
る
。

廿
六
年
五
月
辛
巳
朔
庚
子
、
啓
陵
郷
口
敢
言
之
。
都
郷
守
嘉
吾
=
尺
渚
塁
口
図

劾
等
十
七
戸
徒
都
郷
、
皆
不
移
年
籍
。
令
日
移
言
。
・
今
問
之
、
劾
等
徒
図

書
告
都
郷
目
、
啓
陵
郷
未
有
牒
、
母
以
智
劾
等
初
産
歪
今
年
敷
。
図

口
口
口
謁
令
都
郷
具
問
劾
等
年
数
。
敢
言
之
。

コ
⑧
唱
〉

⑧ 

叶
敢
告
卒
人
」
叢
輿
左
停
虞
歳
「
数
告
僕
夫
」
、
揚
雄
州
簸
「
敢
告
在
階
」
「
敢
告
執
御
」
義
向
。
不
敢
直
言
、
但
告
其
僕
御
耳
。
(
黄
障
『
論
衡
校
釈
』
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⑫ 

大
庭
前
掲
『
漢
簡
研
究
』
一
一
一
一

1
二
三
頁
。

⑧ 

『
春
秋
左
氏
惇
』
褒
公
四
年
「
獣
巨
司
原
、
敢
告
僕
夫
」
〔
注
〕
獣
医
、
虞
人
。
告
僕
夫
、
不
敢
斥
尊
。

⑧ 

大
庭
前
掲
『
漢
筒
研
究
』
一
一
一
一
一
頁
。

⑩ 

建
始
元
年
九
月
辛
商
朔
乙
丑
、
張
抜
大
守
良
・
長
史
威
・
丞
宏
、
敢
告
居
延
都
尉
卒
人
。
言
問
珍
北
守
候
塞
尉
護
・
甲
渠

候
誼
、
典
吏
社
、
受
致
塵
飯
黍
肉
。
護
直
百
品
川
六
、
直
否
情
二
。
五
月
五
目
、
誼
以
銭
千
五
百
、
償
所
数
吏
社
銭
。
有

書
。
譲
受
社
塵
不
護
、
誼
所
以
銭
千
五
百
償
吏
者
審
、
未
設
覚
。
誼
以
私
銭
償
口
罪
名
。
書
到
、
如

開
問
J

「
U
Nリ
喧
喧

図
口
長
丞
拘
校
、
必
得
事
賞
、
牒
別
言
。
輿
計
借
、
如
律
令
。
敢
告
卒
人
。

開

問
J
門

uu・uu〉

⑨ 

次
掲
の

C
面
が
筒

n
A
B面
の
太
守
発
信
文
書
を
承
け
て
下
さ
れ
た
下
達
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
発
信
者
は
都
尉
代
行
と
丞
代
行
で
あ
る
。

図
都
尉
事
・
司
馬
丞
登
行
丞
事
、
謂
肩
水
候
官
。
寓
移
。
撒
到
、
知
大
守
府
機
書
律
令
。
/
卒
史
安
世
・
属
築
世
・
書
佐
延
年

H

N

・H
の
(K5u)

⑨ 

『
漢
書
』
巻
一
九
上

百
官
公
卿
表
上
に
よ
る
と
、
太
守
は
二
千
石
、
都
尉
は
比
二
千
石
、
県
令
は
千
石

1
六
百
石
、
県
長
は
五
百
石

1
三
百
石
で
あ
る
。

③ 

し
か
し
な
が
ら
、
「
主
」
の
字
義
か
ら
す
る
と
、
「
卒
人
」
の
よ
う
に
敢
え
て
直
言
し
・
な
い
た
め
に
付
け
加
え
ら
れ
た
語
と
は
考
え
に
く
い
。
或
い
は
、

も
と
は
単
に
担
当
者
を
指
す
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
敬
意
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑧ 

里
耶
秦
簡
に
は
「
下
」
の
用
例
が
一
例
あ
る
が
、
漢
簡
で
は
「
下
」
は
「
告
」
「
謂
」
と
は
使
用
法
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
除
外
し
た
。

四
月
丙
午
朔
奏
丑
、
遷
陵
守
丞
色
、
下
少
内
。
謹
案
致
之
。
書
到
言
。
署
金
布
袋
。
官
如

待
令
。
/
欣
手
/
四
月
奏
丑
、
水
十
一
刻
刻
下
五
、
守
府
快
行
少
内
。

コ@
H
U
E

⑧
】
】

@
N
か
ら
コ
@
ロ
に
も
こ
の
簡
と
同
じ
「
舟
五
年
四
月
己
未
朔
乙
丑
、
澗
庭
隈
尉
鯛
謂
遷
陵
丞
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は

コ
@
日
と
全
〈
同
一
な
の
で
、
本
文
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
。
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⑩ 

こ
の
部
分
を
前
掲
『
騒
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
で
は
「
:
・
敢
告
。
告
法
丘
主
:
」
に
作
る
。
「
・
:
敢
告
。
敢
告
法
丘
主
・
じ
で
あ
れ
ば
筒
げ
・
筒
M
・
簡
M
A

と
同
じ
く
「
敢
告
某
主
」
で
始
ま
り
「
敢
告
主
」
で
終
わ
る
書
式
と
な
る
。
簡
幻
が
「
敢
告
法
丘
主
」
で
は
な
く
「
告
法
丘
主
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
敢
」
の
重
文
符
号
を
つ
け
忘
れ
た
か
、
或
い
は
、
図
版
を
見
る
と
「
敢
」
字
の
部
分
が
不
明
瞭
な
の
で
整
理
小
組
が
重
文
記
号
を
読
み
取
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
告
某
県
主
」
と
い
う
例
が
他
に
見
え
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
て
「
敢
」
を
補
っ
て
お
く
。

⑨ 

簡
日
b
①
(
簡
凶
b
①
)
で
直
接
「
主
」
が
つ
く
の
は
「
倉
」
だ
け
で
あ
る
が
、
「
主
」
は
「
倉
」
よ
り
前
の
「
尉
」
「
郷
」
「
司
空
」
に
も
掛
か
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
括
弧
付
き
で
示
し
た
。

⑮ 

陳
治
国
「
従
里
耶
秦
筒
看
秦
的
公
文
制
度
」
(
『
中
国
歴
史
文
物
』
二

O
O七
ー
一
)
も
筒
口
を
挙
げ
て
同
級
官
署
に
対
し
て
文
書
を
発
信
す
る
場
合
に

「
敢
告
」
を
用
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

⑩ 

エ
の
簡
幻
①
に
は
文
書
末
尾
の
「
敢
告
主
」
が
無
い
が
、
末
尾
部
分
の
「
令
史
可
聴
書
従
事
口
口
口
」
は
注
⑩
所
掲
の
鳳
嵐
山
一
六
八
号
漢
墓
出
土
竹

腐
の
「
可
令
吏
以
従
事
。
敢
告
主
」
と
よ
く
似
た
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
釈
読
不
明
の
三
字
が
「
敢
告
主
」
と
思
わ
れ
る
。
王
燥
林
は
こ
の
釈
読
不
明

の
三
字
に
「
敢
告
主
」
を
補
っ
て
い
る
(
王
燥
林
前
掲
書
一

O
O頁)。

⑩ 

黄
泉
文
書
で
は
あ
る
が
、
前
漢
文
帝
期
に
比
定
さ
れ
る
次
掲
の
鳳
嵐
山
一
六
八
号
漢
墓
出
土
竹
腹
も
「
敢
告
」
を
用
い
文
書
末
尾
を
「
敢
告
主
」
で
結

ぶ
書
式
で
、
江
陵
丞
か
ら
地
下
丞
へ
と
同
格
宮
聞
で
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
紀
南
城
鳳
嵐
山
一
六
八
号
漢
墓
発
掘
整
理
組
「
湖
北
江
陵

鳳
嵐
山
一
六
八
号
漢
墓
発
掘
簡
報
」
(
『
文
物
』

一
九
七
五

j
九
)
参
照
。

十
三
年
五
月
庚
辰
、
江
陵
丞
敢
告
地
下
丞
。
市
阻
五

大
夫
燈
少
一
言
、
輿
大
奴
良
等
廿
八
人
、
大
坪
益
等
十
八
人
、
紹
車

三
束
、
牛
車
一
雨
、
晒
馬
四
匹
、
馴
馬
二
匹
、
騎
馬
四
匹
、

可
令
吏
以
従
事
。
敢
告
主
。

江
陵
鳳
恩
山
一
六
八
号
漢
墓
出
土
竹
願

35 
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次
掲
の
張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
に
よ
れ
ば
、
丞
と
尉
の
秩
は
共
に
県
令
の
半
分
で
あ
る
。

胡
、
夏
陽
、
彰
陽
・
・
(
中
略
)
:
秩
各
八
百
石
、
有
丞
・
尉
者
半
之
、
司
空
・
回
・
郷
部
二
百
石
。

張
家
山
漢
筒
・
一
一
年
律
令
四
四
七

1
四
五

O
(秩
律
)

沿
陰
、
叫
山
、
社
陽
:
・
(
中
略
)
:
・
秩
各
六
百
石
、
有
丞
・
尉
者
半
之
、
田
・
郷
部
二
百
石
:
・
(
以
下
略
)

張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
四
五
一

1
四
六
四
(
秩
律
)

張
家
山
漢
筒
・
二
年
律
令
に
つ
い
て
は
、
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
筒
整
理
小
組
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
一
一
四
七
号
墓
〕
』
(
文
物
出
版
社

二
O
O
こ
参
照
。

⑫ 

漢
簡
の
「
敢
告
」
は
簡
2
・
儲
同
日
に
見
え
る
よ
う
に
、
秩
二
千
石
の
郡
太
守
か
ら
比
二
千
石
の
都
尉
へ
と
い
う
ほ
ぽ
同
格
の
宮
の
場
合
に
限
ら
れ
て
お

り
、
同
格
宮
間
で
「
敢
告
」
を
使
う
点
、
秦
簡
と
概
ね
同
じ
と
言
え
る
。

⑬ 

簡
の
下
端
が
折
れ
て
い
る
の
で
③
部
分
の
釈
文
に
歓
字
が
あ
る
が
、
下
段
C
面
冒
頭
の
「
候
長
綾
・
未
央
、
候
史
包
、
燈
長
崎
等
」
が
文
書
の
下
達
先

で
あ
る
こ
と
は
記
載
形
式
か
ら
疑
い
無
い
。

⑩ 

-
般
に
、
秦
漢
時
代
の
公
文
書
は
発
信
者
の
印
で
封
印
さ
れ
、
簡
却
の
場
合
も
珍
北
郭
候
の
印
が
封
泥
匝
に
押
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
封
泥
匝
の

無
い
筒
k
u
b
(
筒
v
m
b
)

の
場
合
は
、
次
掲
の
睡
虎
地
秦
筒
・
法
律
答
問
に
「
復
た
封
し
て
官
燃
に
侍
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
文
書
受

領
者
が
受
領
文
書
そ
の
も
の
を
再
び
自
印
で
封
印
し
て
次
に
送
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

務
傭
書
、
弗
智
、
質
二
甲
。
令
戚
陽
護
僑
停
、
弗
智
、
即
復
封
侍
官
勝
、
官
勝
亦
侍
其
勝
次
、
到
閥
而
得
、
今
嘗
濁
威
陽
坐
以
賀
、
且
乞

勝
賞
壷
質
。
成
陽
及
官
同
開
設
弗
智
者
嘗
皆
質
。

陸
虎
地
秦
簡
・
法
律
答
間
五
七
1
五
八

⑬ 

回
覧
形
式
に
よ
る
文
書
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
第
四
点
に
つ
い
て
若
干
補
足
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
第
四
点
は
、
「
A

告
B
謂
C
」
を
再
下
達
命
令
説
で
解
釈
す
る
と
A
↓
B
↓
C
と
下
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

B
発
信
の
下
達
文
書
は
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

B
が
A
発
信
の
下
達
文
書
を
回
覧
形
式
で
C
に
下
達
し
た
と
す
れ
ば
、
日
発
信
の
下
達
文
書
が
存
在
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。



秦漢時代公文書の下達形態鷹取祐司

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
簡

m
-
Mで
は
「
A
告
B
謂
C
」
と
あ
る
内
の
A
と
C
の
発
信
文
書
は
存
在
し
て
い
る
の
で
、

B
だ
け
が
回
覧
形
式
で
下
達

し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
の
み
回
覧
形
式
で
下
達
す
る
合
理
的
な
理
由
が
説
明
で
き
な
い
限
り
、
「
A
告
B
謂
C
」
の
B
だ
け
に
回
覧
形
式
で
の

下
達
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
第
四
点
以
外
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
回
覧
形
式
を
想
定
し
た
と
し
て
も
再
下
達
命
令
説
の
問
題

点
は
解
消
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
章
で
の
検
証
の
結
論
自
体
に
変
更
を
加
え
る
必
要
は
な
い
。

⑩ 

高
村
武
幸
『
漢
代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
』
(
汲
古
書
院

二
O
O八
)
三
二
ニ
頁
。

@ 

図
居
延
丞
覚
、
告
尉
、
謂
東
西
郷
口
図

品
目
広
・
N
U
(〉
担
)

筒
上
端
が
折
れ
て
い
る
が
、
令
丞
連
名
発
信
の
時
は
「
七
月
丁
酉
、
居
延
令
弘
・
丞
口
、
移
過
所
懸
」

(
N
Z

・丈
L
S
N
)
)

の
よ
う
に
「
丞
」
の
前
に
は
県

名
が
こ
な
い
の
で
、
こ
の
簡
は
県
丞
単
独
発
信
と
わ
か
る
。

@ 

王
燥
林
前
掲
書
一
七
三
頁
。
た
だ
し
王
は
、
筒
M

U

a

(

コ
⑤
血
〉
)
に
記
さ
れ
る
洞
庭
郡
守
発
信
文
書
は
、
二
一
月
一
一
日
に
遷
陵
守
丞
が
二
度
目
の
下

達
文
書
を
送
る
時
に
一
度
目
の
下
達
文
書
の
内
容
を
抄
録
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
二

O
O七
年
度
立
命
館
東
洋
史
学
会
大
会
合
一

O
O七
年
八
月
二
六
日
、
於
末
川
記
念
会
館
)
で
の
発
表
原
稿
を
大
幅
に
改
訂
し
た
も
の
で

あ
る
。
当
日
、
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(
本
学
文
学
部
准
教
授
)
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